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2022年度 事業計画書 

（2022 年 4月 1日～2023年 3月 31日） 

第１章 防災教育をめぐる状況 

地震、津波、台風、豪雨、土砂崩れ等の自然災害が毎年のように発生する日本において、

防災教育は国民の生命と財産を守るために必要不可欠な教育分野です。 

1 地震防災領域 

防災教育の重要性は、阪神・淡路大震災、東日本大震災等の過去の大地震災害におい

て確認されたことです。今後の大地震発生と甚大な被害が国の命運を左右するとの想定

のなかで、地震防災教育の内容を充実し、国民に普及し定着させていくことは社会的に

優先度が高い事業です。 

2 風水害防災領域 

この間、地球的規模での気候変動の進展のもとで、従来の想定を超える気象状況のも

とで西日本豪雨（2018）、東日本豪雨(2019)等が発生し、甚大な被害を発生させていま

す。2021 年 8月 9日の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は最新報告書を発表し、気

候変動は拡大、加速化し、深刻化していることを明らかにしました。気候変動のもとで

の風水害における防災教育の取り組み強化が求められています。 

3 新たな災害の位置付け 

世界では地球温暖化、新型コロナウイルス感染症のパンデミック、ロシアのウクライ

ナ侵攻による大量の難民発生等、かつてない規模で、従前とは異なる形の災害が出現し

ており、国内外で新たな対応が必要となっています。 

こうした新たな災害の出現を防災教育としてどのように位置づけていくかを議論し、

検討することが求められています。 
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第２章 2022年度の重点課題 

1 コロナ禍での防災教育 

新型コロナウイルス感染症のパンデミックが 3 年目に入り、現在、東京を含む 18 都

道府県がまん延防止重点措置下にあり、様々な制約や影響が続いています。コロナ禍で

は、引き続き防災教育チャレンジプランが提唱した「新たなまなび・続けるまなび」が

必要であり、そのなかでもオンラインを活用した防災教育、防災訓練等の開発が求めら

れています。 

2 防災教育と災害伝承 

本会が事務局となり、2021 年 2月に呼びかけた「防災教育と災害伝承の日」の提唱は

大きな反響を呼び多くの賛同を得て広がりましたが、東北 3県において全体の理解を得

るには至っていません。 

本会は 11月の「ぼうさいこくたい 2021＠いわて釜石」で、防災教育チャレンジプラ

ン実行委員会による防災教育交流フォーラム「防災教育と災害教訓の伝承-いかに時空

の制約を超えるか」の開催に協力しました。また防災学術連携体も防災教育と災害伝承

をテーマとするシンポジウムを開催するなど、活動が広がりました。 

2023 年は関東大震災 100 年(1923 年 9 月 1 日)で大きな節目を迎えますが、津波災害

に関係の深い昭和三陸地震 90 年(1933 年 3 月 3 日)、日本海中部地震 40 年（1983 年 5

月 26 日）、北海道南西沖地震 30 年（1993 年 7 月 12 日）、平成十勝沖地震 20 年（2003

年 9月 26日）も節目に、他にも鳥取地震 80年（1943 年 9月 10日）等もあり、災害の

教訓伝承に関心が集まる絶好の年となります。 

これらの節目の行事とも連動し、東北 3県の理解を得ながら、政府による「防災教育

と災害伝承の日」制定をめざします。 

3 企業・団体・学校の評価を高める防災教育 

本会が構成員である西武・多摩部の公園パートナーズが 10月に第 37回都市公園コン

クール管理運営部門において国土交通大臣賞を受賞しました。これは、この間の公園管

理業務における本会の貴重な成果でもあります。 

このことは本会が協力することで企業・団体・学校等で防災における評価が高められ

ることの実績でもあり、本会の事業発展の契機ともなるものです。 

4 防災教育における「基礎的基準」作成 

3月 12 日に中央教育審議会が「第 3次学校安全の推進に関する策定について」の諮問

を文部科学大臣に行いました。そのなかで、これまでの取り組みの問題点として「地域

や学校における取組には差が見られる」とし「現場における学校安全の取組の質を全国

的に高め、実効的で持続的なものとすることが重要です」と述べています。 
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また防災教育チャレンジプランのこれまでの経験からも防災教育を普及し、かつ底上

げを図るためには、防災教育を評価する「基礎的な基準」、所謂、スポーツ競技における

規定演技のようなものの必要性が明らかとなってきています。 

防災教育の「基礎的基準」作成を関係団体と協議しながら進めていきます。 

第３章 2022年度の事業計画 

1. 防災教育チャレンジプラン実行委員会との連携事業

1.1 2022年度防災教育チャレンジプラン事業の実践団体支援業務を受託し、実践団体

の教材・プログラム等の開発を支援します。 

1.2 過去の実践団体が開発した教材・プログラムの活用と普及を行います。 

1.3 防災教育交流フォーラムの開催に協力します。 

2. 防災教育と災害伝承の日制定の事業

2.1 「防災教育と災害伝承の日」制定にむけた活動に取り組みます。 

2.2 上記の日制定のよびかけ人と連携して、 防災教育と災害伝承をテーマとした行事

を計画します。 

2.3 関東大震災 100 年に関係した行事 

3. 行事、セミナー等の防災教育の主催事業

3.1 会員向けの防災教育の指導者育成セミナーを開催します。 

3.2 企業向けの特別セミナーを開催します。 

3.3 防災クイズ&ゲーム Day2022(2022年 7月 3日 予定)を開催します。 

4. 学校・地域・企業等から依頼にもとづく防災教育事業

4.1 学校･地域･企業･団体等(以下「学校等」)の依頼にもとづき講師派遣等を行います。 

4.2 学校等からの依頼に基づき教材･プログラム等の開発・監修・協力を行います。 

4.3 学校等が開発した教材・プログラム等の普及啓発を行います。 

4.4 オンラインやオンデマンドによる防災教育の依頼に対応します。 

4.5 タブレット端末を活用し、動的コンテンツにも対応した防災教育に取り組みます。 

5. 公園を基盤とした防災教育事業

5.1 都立公園指定管理業務（防災ガイドマップの作成や備蓄品管理、学習会への協力、

情報提供など）を通じて、地域防災力の向上に貢献します。 

5.2 公園・緑地の特性と地域連携を重視したイベントを開催するとともに、オンライン・

オンデマンド（YouTube 配信等）を使った住民への防災教育の普及についても提案
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します。 

5.3 指定管理者と公園・緑地に関わる市民団体や自治体等が参加する懇談会等の定期開

催を提案、実施します。 

5.4 これまでの都立公園グループにおける経験をふまえて、新たな公園指定管理業務の

受注や関係企業との業務提携を視野に入れた取り組みを進めます。 

6. 防災教育の調査研究事業

6.1 防災教育等の調査研究業務を受託します。 

⒎ 助成金関係

7.1  公益財団法人河川財団河川基金助成事業が決定した場合は事業を実施します。また

2023年度も申請を予定します。 

7.2 新たに一般財団法人日本民間公益活動連携機構「休眠預金活用法等に基づく資金分 

配団体の公募(通常枠)」への申請を予定します。 

第４章 協力する行事・事業 

1. 協力する主な行事 (開催予定順)

1.1  日本安全教育学会 

第 23 回大会 宮城県仙台市   9月 10日(土)～11日(日) 

1.2 防災教育チャレンジプラン実行委員会 

中間報告会  防災推進国民大会前後 

1.3 防災推進国民大会 2022 兵庫県神戸市 

防災教育交流フォーラム   10月 22日(土)～23日(日) 

1.4 全国・東京都学校安全教育研究大会 

教育研究大会 東京都   2023年 2月 

1.5 防災教育チャレンジプラン実行委員会 

最終報告会  2023年 2月 

2. 協力する主な事業

2.1 シェイクアウト訓練 

効果的な防災教育と防災啓発(ShakeOut)提唱会議に協力し、シェイクアウト訓

練を通じて防災教育と安全行動を普及します。 

2.2 災害救援ボランティアリーダー養成 

災害救援ボランティア推進委員会と連携して、災害ボランティアリーダー養成と

大学や地域の防災教育を支援します。 
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2.3  “1.17 防災未来賞“「ぼうさい甲子園」 

平田直会長が、審査委員として事業に協力しています。 

主催  兵庫県、毎日新聞社、人と防災未来センター 

 対象 小学生、中学生、高校生、大学生 

第５章 運営に関する事項 

1. 役員選挙

1.1 定款第 25条及び役員選挙規則に基づき、役員選挙を実施します。 

2. 広報等

2.1 これまでの実践や支援、教材活用事例等を整理し、ホームページで公開します。 

2.2 ホームページで会員・役員の講師派遣実績、会員レポート、教材等の紹介を行い、 

本会の活動実績や成果を公表していきます。 

2.3 イベントなどで本協会の事業・活動内容を広報するための宣伝物を作成します。

3. 財政基盤の確立・強化

3.1 予算は別紙のとおりです。 

3.2 イベント・セミナー等で積極的な広報を行うとともに、既存会員へ情報提供等を行

うことで、団体・個人の正会員、企業等の賛助会員の維持・拡大に取り組みます。 

4. 事務局の確立・強化

4.1 日本法制学会の協力のもとに事務局を運営します。 

4.2 常勤の事務局員は 2名とします。 

    以 上 




